
別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
五
十
六
条
関
係
）

区

分

の

名

称

技

術

の

分

野

一

先
行
技
術
調
査
（
計
測
）

時
計
・
計
測
一
般
、
測
長
・
測
量
、
距
離
測
定
、
電
気
の
測
定

等

二

先
行
技
術
調
査
（
ナ
ノ
物
理
）

電
子
管
、
表
示
制
御
、
可
変
情
報
表
示
装
置
、
焼
付
・
現
像
・

投
影
、
半
導
体
露
光
、
原
子
力
等

三

先
行
技
術
調
査
（
材
料
分
析
）

機
械
分
析
、
化
学
分
析
、
物
理
分
析
、
医
療
診
断
機
器
等

四

先
行
技
術
調
査
（
応
用
光
学
）

電
子
写
真
（
材
料
）、
マ
ー
キ
ン
グ
、
写
真
、
フ
ォ
ト
レ
ジ
ス

ト
、
光
学
素
子
（
レ
ン
ズ
、
プ
リ
ズ
ム
、
フ
ィ
ル
タ
ー
等
）
・

光
学
機
器
（
望
遠
鏡
、
顕
微
鏡
、
眼
鏡
等
）、
カ
メ
ラ
、
Ｅ
Ｌ

（
エ
レ
ク
ト
ロ
ル
ミ
ネ
セ
ン
ス
）
技
術
等

五

先
行
技
術
調
査
（
光
デ
バ
イ
ス
）

光
フ
ァ
イ
バ
ー
、
レ
ー
ザ
ー
、
発
光
素
子
、受
光
素
子
、光
ビ
ー

ム
の
制
御
、
液
晶
等

六

先
行
技
術
調
査
（
事
務
機
器
）

電
子
写
真
（
工
程
・
制
御
）、
印
刷
、
プ
リ
ン
タ
ー
等

七

先
行
技
術
調
査
（
自
然
資
源
）

耕
耘
・
移
植
、
収
穫
・
脱
穀
・
穀
粒
の
処
理
、
畜
産
・
水
産
、

木
材
加
工
・
栽
培
、
水
工
、
基
礎
工
、
掘
削
、
陸
路
、
ト
ン
ネ

ル
等

八

先
行
技
術
調
査
（
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン

ト
）

パ
チ
ン
コ
・
ス
ロ
ッ
ト
マ
シ
ン
、
運
動
・
遊
具
、
ゲ
ー
ム
・
玩

具
、
事
務
用
品
、
教
習
具
、
時
刻
表
・
ラ
ベ
ル
・
広
告
等

九

先
行
技
術
調
査
（
住
環
境
）

建
築
構
造
・
部
材
、
建
築
物
等
の
仕
上
げ
、
特
定
目
的
建
築
物

（
駐
車
場
等
）、
施
工
、
錠
、
建
具
、
家
具
、
サ
ニ
タ
リ
ー
等

十

先
行
技
術
調
査
（
自
動
制
御
）

制
御
・
警
報
、
電
気
自
動
車
、
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
、交
通
制
御
、

電
動
機
・
発
電
機
、
電
動
機
・
発
電
機
の
制
御
、
電
路
の
調
整

（
交
直
変
換
、
電
流
・
電
圧
の
調
整
）
等

十
一

先
行
技
術
調
査
（
動
力
機
械
）

内
燃
機
関
の
制
御
、
燃
料
の
供
給
、
エ
ン
ジ
ン
の
弁
・
シ
リ
ン

ダ
・
ピ
ス
ト
ン
、
タ
ー
ビ
ン
、
吸
排
気
、
流
体
機
械
等

十
二

先
行
技
術
調
査
（
運
輸
）

自
動
車
（
車
体
の
構
造
）、
鉄
道
、
二
輪
車
、
船
舶
、
航
空
・

宇
宙
、
武
器
、
レ
ス
キ
ュ
ー
、
操
向
、
サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
、
車

輪
、
事
故
防
止
・
保
守
、
弁
一
般
、
液
体
分
配
器
、
油
圧
等

十
三

先
行
技
術
調
査
（
一
般
機
械
）

継
手
・
ク
ラ
ッ
チ
、
軸
・
軸
受
、
伝
動
装
置
の
構
造
・
制
御
・

配
置
・
操
作
、
ブ
レ
ー
キ
、
固
着
、
緩
衝
、
防
振
、
シ
ー
ル
・

圧
力
容
器
等

十
四

先
行
技
術
調
査
（
生
産
機
械
）

工
作
機
械
、
Ｎ
Ｃ
（
数
値
制
御
）、
マ
ニ
プ
レ
ー
タ
、
手
工
具
、

生
産
管
理
、
プ
レ
ス
加
工
、
レ
ー
ザ
加
工
・
溶
接
、放
電
加
工
、

非
金
属
の
加
工
、
半
導
体
材
料
の
機
械
的
処
理
、
マ
イ
ク
ロ
マ

シ
ン
等

十
五

先
行
技
術
調
査
（
搬
送
組
立
）

運
搬
・
貯
蔵
装
置
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
ク
レ
ー
ン
、
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
、
破
砕
・
粉
砕
、
噴
霧
装
置
、
塗
布
装
置
、自
動
組
立
、

ウ
エ
ハ
等
の
取
扱
い
（
移
送
等
）、
印
刷
回
路
と
そ
の
製
造
、

電
気
部
品
の
実
装
、
電
気
装
置（
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、

携
帯
電
話
等
）
の
筐
体
等

十
六

先
行
技
術
調
査（
繊
維
包
装
機
械
）
紙
送
り
（
給
紙
・
搬
送
・
排
紙
）、
繊
維
機
械
、
被
服
、
包
装

機
械
、
紙
製
品
の
製
造
、
包
装
体
、
容
器
、
大
型
容
器
（
コ
ン

テ
ナ
、
タ
ン
ク
等
）
等
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第
四
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
等
）

第
四
十
六
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

２

法
第
二
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登

録
情
報
処
理
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て

受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る

物
に
記
録
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
交
付
す
る
方
法

第
四
十
七
条
中
「
指
定
情
報
処
理
機
関
」
を
「
登
録
情
報
処
理
機
関
」
に
、「
認
可
を
受
け
」
を
「
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
」
に
、「
申
請
書
」
を
「
届
出
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
選
任
し
、
又
は
解
任
し
よ
う
と

す
る
」
を
「
選
任
又
は
解
任
し
た
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
中
「
法
第
二
十
八
条
」
を
「
法
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
中
「
指
定
情
報
処
理
機
関
」
を
「
登
録
情
報
処
理
機
関
」
に
改
め
る
。

第
四
章
第
二
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
節

登
録
調
査
機
関

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
」
を
「
法
第
三
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

第
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
範
囲
」
を
「
区
分
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
記
簿
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

二

調
査
業
務
実
施
者
の
氏
名
及
び
略
歴
並
び
に
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
役
員
の
氏
名
及
び
略

歴
三

申
請
者
が
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た

書
面

四

申
請
者
が
法
第
三
十
七
条
第
一
項
各
号
の
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
登
録
の
区
分
）

第
五
十
六
条

法
第
三
十
六
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
七
条

削
除

第
五
十
八
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

財
務
諸
表
の
備
付
け
及
び
閲
覧
等
の
方
法
に
関
す
る
事
項

第
五
十
八
条
第
一
項
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

調
査
業
務
の
適
正
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項

第
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

調
査
業
務
の
区
分

第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
指
定
調
査
機
関
」
を
「
登
録
調
査
機
関
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
準
用
）

第
六
十
条

第
四
十
二
条
の
二
、
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
登
録
調
査
機

関
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
二
条
の
二
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
五
条
及
び
第
五

十
六
条
」
と
、
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
五
条
中
「
情
報
処
理
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
業
務
」
と
、
第
四
十

五
条
第
一
号
中
「
範
囲
」
と
あ
る
の
は
「
区
分
」
と
、
第
四
十
七
条
中
「
役
員
」
と
あ
る
の
は
「
役
員
又
は
調
査

業
務
実
施
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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